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　「再生可能エネルギー」が重複し
ているため、削除必要。

　記載誤り。 　記載誤りのため、修正します。
川俣町

2

　「市町村は、本区域に～（中略）
～、促進区域に設定することはでき
ません。」に、例えば「ただし、自
然的社会的な影響が適正な範囲内に
抑えることができると確認できる場
合には、促進区域に設定することが
できます。」等除外要件を設けるこ
とはできないか。

　事例の少ない当市の立場では、現時点では本項表１
に掲げられたすべての区域におけるケースを想定でき
ておらず、掲げられたすべての区域における開発が県
基準において一律的に禁止されることに不安があり、
市町村による相応の調査や合理的な判断理由によって
本項の要件が除外される余地を残していただきたいた
め。

　表１に示した区域については、既存の法令等により、設置す
ることができない、設置できる可能性が低い区域であり、防
災、自然地、森林、農地及び景観・文化財等の観点を踏まえ、
特に重要な機能や目的等を有する区域と考えており、促進区域
に含めることが適切でないと認められる区域に設定しておりま
す。
　今後、法令等の改正による新たな考えが整理される等に伴
い、必要に応じて見直しを行ってまいります。
　なお、地域脱炭素化促進事業とは別事業としては実施するこ
とは可能となっております。

喜多方市
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　削除を強く希望する。 　この記載内容では、掲げられた区域内においてソー
ラーシェアリングも不可となってしまうため、適切で
はないと考える。 喜多方市
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　表１　促進区域に含めることが適
切でないと認められる区域の「農
地」については、営農型発電を適切
でない区域から除外すべき。

　営農型発電は、国が推進しており、当市においても
積極的に推進している。
　再エネの発電量が増えるだけでなく、適切な営農が
なされれば、農家の収入増による地域経済の活性化が
見込まれるだけでなく、荒廃農地の解消につながる可
能性もある。

二本松市
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　「当該発電事業が生み出す多様な
産業・雇用効果について、積極的な
地元活用及び地元雇用に配慮するこ
とが望ましい。」を追記してはどう
か。

　各種調査、建設（EPC)、O&M、解体といった、発電事
業の各フェーズで生み出される産業効果のインパクト
は大きいものの、その多くは地元ではなく首都圏企業
や外資に流れてしまうのでが実情であり、再エネ産業
に力を入れている本県だからこそ地域の経済及び社会
の持続的発展に向けた、地域産業への裨益に向けた文
言を追加すべき。

　御意見を踏まえ、「当該発電事業が生み出す多様な産業・雇
用効果について、積極的な地元活用及び地元雇用に配慮するこ
とが望ましい。」と追記します。

いわき市
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　風力発電の大量導入・集中立地に
伴う課題解決を図り、風力発電の更
なる適正導入を推進していくための
取組として、県内で統一的な陸上風
力発電事業に関する建設マニュア
ル、ガイドライン、ゾーニング（ネ
ガティブゾーニング）、規制区域に
係る県基準策定などの必要性を検討
すること。

　風力発電事業については、当市で計画されている
（仮称）阿武隈南部風力発電事業のように、一自治体
にとどまらず、市町村をまたがって計画される事例も
あることから、環境保全や土砂災害対策等に関して、
広域的な視点での検討が必要となっている。
　このため、県においては、促進区域に係る基準のみ
ならず、規制区域に係る基準策定の必要性について
も、同様に整理・検討する必要があると考える。

　関係課と連携しながら、県内で統一的な陸上風力発電事業に
関する建設マニュアル、ガイドライン、ゾーニング（ネガティ
ブゾーニング）、規制区域に係る県基準策定などの必要性を検
討します。

いわき市

P２、第２章２
（１）３行目～

P３、第２章２
（１）表１「農
地」

　農地は食糧生産用農地の利用が求められており、農地法（昭
和２７年法律第２２９号）第４条及び第５条の農地転用許可が
必要となります。
　農用地区域内農地、甲種農地及び第１種農地は、特に重要な
農地とされていることから、促進区域に含めることが適切でな
いと認められる区域に設定しております。
　今後、法令等の改正による新たな考えが整理される等に伴
い、必要に応じて見直しを行ってまいります。
　なお、第２種農地、第３種農地は促進区域設定が可能となっ
ております。また、営農型発電設備の設置に係る一時転用につ
いては農用地区域内農地、甲種農地及び第１種農地において
も、地域脱炭素化促進事業とは別事業として実施することは可
能となっております。

P３、第２章２
（１）表１「農
地」

P７、第３章２、
表５「地域産業へ
の貢献」

その他

意見の提出はありませんでした。
１　パブリックコメント（１月３１日～２月１３日）意見

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく促進区域の設定に係る基準（素案）に対するパブリックコメント意見並びに市町村からの意見と対応

P１、第１章１、
３行目

※該当箇所は、見消資料のものを指します。２　市町村からの意見
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